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序    文 

 

 

下水道施設は文化的な都市生活や産業活動によって排出される汚水を排

除、処理し、都市の快適な生活環境の維持及び河川等公共水域の水質保全、

公衆衛生の向上並びに雨水排除による浸水の防除等重要な役割を担う、市民

生活に不可欠な都市施設です。 

本市における公共下水道事業は、昭和 30 年に藤沢、鵠沼、片瀬地区の整

備に着手したことに始まります。以後、市政の重点施策の一つとして積極的

に整備促進に務め、昭和 39 年の辻堂浄化センターの処理開始に引き続き、

昭和 60 年には大清水浄化センターの処理を開始し、令和 6 年度末の人口普

及率は約 96.1%となりました。 

しかし、どれほど公共下水道の整備が進んでも、下水道の起点となる家庭

や事業場等に設置される排水設備が未接続、あるいは不備不完全なものであ

っては、公共下水道本来の目的、使命、効用を完全に果たせません。 

この度、このように重要な役割を負う排水設備について、求められる機能

を十分に発揮できるよう、基準どおり施工していただくため、本ハンドブッ

クの見直しを行うとともに、一層の充実を図ることといたしました。 

なにとぞ、下水道に従事している皆さんが本書の内容を十分理解され、よ

き指導者となるよう、技術の向上の一助となれば幸いです。 
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